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申請手続きについて 

 

下記ご参照の上、該当する事業への申請をお願いいたします。 

①令和３年度に整備費の助成申請を行い、年度内に開所する…期限内に「整備費」を申請※１ 

②令和３年度に整備費の助成申請を行い、翌年度開所する …期限内に「整備費」を申請※２                       

③運営費（改修支援加算含む）のみ助成申請を行う    …期限内に「運営費」を申請 

④運営費（改修支援加算除く）のみ助成申請を行う    …期限内に「運営費」を申請※３ 

※１運営費は、整備費の助成決定後、運営を開始し、地方公共団体に届け出をした後に申請する 

※２運営費は、令和４年度に運営を開始し、地方公共団体に届け出をした後に申請する 

※３例えば、既存の事業所内保育施設で整備費を伴わない定員増の場合等 

 

１、提出書類    企業主導型ポータルサイト「施設運営を検討中の法人様」内の新規募集 

          申請書類（資料３-３）提出書類（運営費等）及び（整備費）をご確認ください。 

          ・URL https://www.kigyounaihoiku.jp/comp_top/download 

           

２、申請方法  下記申請画面イメージに沿ってご入力をお願いいたします。なお、セキュリティ

     保護のため、１５分単位で自動的にログアウトする仕様となっています。 

     続けて使用する時には、１５分以内に画面への入力、またはボタン操作・一時 

      保存を行うようにしてください。 

     「次へ（入力内容の確認）」「申請を行う」などのボタンをクリック後、 

          申請完了画面が表示される前や画面内容の計算、データ送信中にブラウザ 

          を閉じたりシャットダウンしたりすると、正しく申請ができません。十分 

          にご注意ください。 

          ※新規申請時の申請内容や添付書類の変更は出来ませんので、ご留意ください。 

 

①ID登録からログインまでの流れ 

STEP１：企業主導型ポータルサイト（https://www.kigyounaihoiku.jp/）にアクセス 

 

 

 

 

 

 

 

 

 別 紙  

「施設運営を検討中の 

 法人様」をクリック 
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「申請の流れ」をクリック 

「電子申請の利用方法」 

       をクリック 

「電子申請サイト」 

       をクリック 
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STEP２：IDを登録する 

 

 

 

 

申請手続きや本事業に係るお知らせ等、重要な事項についてもご登録いただいたメールアドレスへ 

ご連絡させていただきます。定期的にご確認いただくようにお願いいたします。 

 

【企業情報の登録】 

メール 

アドレス 

の登録 

仮登録

メール 

受信 

本登録 

画面に 

アクセス 

企業情報

の登録 

パスワー

ドの登録 

登録完了

メールの

受信 

ID 

登録 

完了 

企業情報では法人番号が必要です。 

法人番号検索（国税庁） 

https://www.houjin-bangou.nta.go.jp/ 

※法人名には本社の名称を入力して

ください。支社や営業所等が主とし

て申請される場合には、ログイン後

の画面にて「事業所」の欄にご登録

ください。 

本申請の窓口となる審査時の

担当者を記載してください。

担当者の方が申請法人の所属

ではない場合には、それが分

かるように所属・職名の欄に

記載してください。 

※入力箇所は「水色部分」

になります。灰色部分は自

動入力項目になります。 
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STEP３：ログインする 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【ログイン画面】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一旦ログインに成功したら、２回目以降からは「STEP３」から申請メニューに進むことができます。 

助成決定後の各種手続きについても上記の手順で申請メニューに進んでください。 

メールアドレスがIDとなっております。パスワードと併せて事業者ごとに管理をお願いいたします。 

 

「ログイン」をクリック 

登録時のアドレス・パスワードを入力 
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②整備費申請の流れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公開可能な電話番号

のご入力をお願いい

たします。ご入力い

ただいたものはポー

タルサイトの助成決

定一覧に掲載いたし

ます。 

決定していない場合

は仮称で結構です。 

※入力箇所は「水色部分」

になります。灰色部分は自

動入力項目になります。 

支社や営業所等が主として

申請される場合には、こち

らの「事業所」の欄にご登

録ください。 

連絡先には、申請法

人に所属している担

当者の方を記載して

ください。 
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審査時に実施されるヒ

アリングに対応いただ

く申請法人の責任者の

情報を記入してくださ

い。 

法人の「登記事項証明

書」をご確認の上、法

人設立年月日のご入力

をお願いいたします。 

（1）創設 

（2）5人以上の定員増 

（3）5人未満の定員増 

申請法人の日本標準産

業分類による「小区分

番号」を入力 

https://

www.soumu.go.jp/

toukei_toukatsu/

index/seido/

sangyo/02toukatsu01_

03000023.html 

「業務区分」と整合が

取れるようにしてくだ

さい。 

②～⑦については、

「建築整備内容の法

令・基準チェックシー

ト2」に必要事項を記

入の上、申請画面への

添付が必要です（保育

課・建築指導課・所管

の保健所・消防署など

でご確認ください。申

請前に、再度添付書類

との不一致がないか確

認してください） 

2箇月を越えて使用さ

れる従業員など労働基

準法第20条の規定に基

づく「予め解雇の予告

を必要とする者」の人

数を記入してください

（保育施設の従業員含

む） 

①～④の項目の入力

によって、申請法人

が中小企業であるか

否かが判定されま

す。 
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「共同設置」は、共同

で出資して施設を設置

し運営することを指し

ます。（共同設置契約

を締結した事業者名を

ご記載いただき、契約

書を添付してくださ

い） 

受託の場合は受託年月

日を入力してくださ

い。 

各施設に割り振られた

「直 近 の 助 成 決 定 番

号」を入力してくださ

い。（運営費・整備費

を問いません） 

⑦～⑩についても入力

のうえ、関係書類を添

付してください。 

法人の「貸借対照表」

「損益計算書」の添付

が必要です。添付書類

と値を一致させてくだ

さい。（新設法人で実

績のない部分について

は「0」と し て く だ さ

い） 

設置企業の最長就業時

間を記入（24時間制の

場 合「0：00～24：00」

となります） 

「共同利用」は、連携

企業を募り、共同で保

育施設を利用すること

を指します。（共同利

用企業は、共同利用契

約を締結（仮契約・覚

書含）した分のみご入

力いただき、契約書等

を添付してください。 
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・「自主運営」 

・「業務委託（5年以上の

実績がある事業者に限

る）」 

※保育事業者は、業務委託

できません 

「駅等近接型」 

「住宅地型」 

「工業団地・商業団地型」 

「大型施設型」 

「病院・介護施設・学校内

設置型」 

「事業所内設置型」 

基 本開 所時 間 が8：00～

19：00で、前後1時間の延

長保育を行っている場合は

「7：00～20：00」と入力

してください。（企業や地

域のニーズをとらえ、運営

可能な時間を設定してくだ

さい） 

11時間、または13時間開所

になるよう入力してくださ

い。11時間未満開所の場合

は、実際の開所時間を入力

してください。 

「2歳児以上の児童を保育

する部屋」という意味（2

歳児以上を預かる際の床面

積の計算に該当する部分）

です。 

【定員20人以上の場合】 

・ほふくをする0,1歳児が1

人もいない場合 

・0,1歳児全員がほふくに

移行した場合 

2つの受け入れ上限を確認

する 

【定員19人以下の場合】 

・2歳児未満の受け入れ上

限について確認する 

週7日開所の場合は年中無

休の運営となり、年末年始

を含む祝日も開所する必要

があります。（企業や地域

のニーズをとらえ、実質運

営可能な曜日を設定してく

ださい） 

一般事業主は定員の1割以

上を設定する必要がありま

す。 
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満２歳以上の幼児を預かる場合

には、屋外遊戯場を設置する必

要があり、条件を満たせば近隣

の公園や広場、寺社境内等を代

わりに使用することも可能で

す。「助成申請・運営にあたっ

ての留意事項」をご参照くださ

い。またその場合には屋外遊技

場までの道のりを地図上に記載

し、添付してください。 

満２歳以下の児童の食事の外部搬

入は、①及び②を満たすことが必

要です。 

①搬入事業者：設置事業者、また

は関連事業者（資本関係がある

等） 

②調理場所：企業主導型保育施

設、小規模保育事業を実施する施

設、事業所内保育事業を実施する

施設、社会福祉施設または医療機

関等。それが難しい場合には学校

給食法第3条第2項に規定する義務

教育諸学校又は同法第6条に規定

する共同調理場 

保育施設の専有となる部分を指し

ます。「建築関連資料集」を参考

に入力してください。 

複合施設などの廊下など、共有部

分を按分した場合の床面積を記入

してください。（按分根拠となる

計算式も併せて添付してくださ

い） 

「各保育室とは別に設置する部

屋」を指し、床面積は定員数の上

限に反映されません。 

児童の静養または隔離の機能を持

つ観察室または安静室を指しま

す。 
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設置主体は申請法人と

なります。  

助成決定額に影響する

ので、内示決定後の定

員変更は認められませ

ん。状況調査３.保育

施設⑦定員数より自動

で反映されます。 

具体的な計画に基づき

入力してください。 

一時預かり事業と地域

交流事業の双方を行う

場合は、それぞれ専用

の部屋が必要です（兼

用不可） 

建築関連資料集の「施

設の規模・構造等の解

説」を参考に入力して

ください。 

状況調査３.保育施設

⑬保育施設面積より自

動で反映されます。 

当該保育施設の開所予

定日をカレンダーより

選択してください。 
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中小企業のみ加算対象となります。 

様式第10-2号「工事事務費」から自

動入力されます。 

土地の賃貸契約書の添付が必要で

す。 

一時預かり事業と地域交流事業の双

方を行う場合は、それぞれ専用の部

屋が必要です。（兼用不可） 

緑枠部分の工事費は個別に入力せ

ず、1段目「工事費」と合算して入

力してください。 

賃貸契約書（覚書でも可）の提出が

必要。 

令和４年度に跨って工事を行う施設

については、内示後に工期の確認を

行いますので、申請時はチェックを

入れないでください。 

工事費の合計額（税込）を入力して

ください。＜様式第１０－２号＞の

合計と一致するようにしてくださ

い。 

＜様式第１０－１号＞Ａ欄総事業費

の工事費から、＜様式第１０－２号

＞対象外工事費費目別内訳の合計額

を控除した額と一致するようにして

ください。 
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資料3-3「提出書類」にて添付書類を確認して

ください。添付が必須となっている書類につい

ては、既に添付書類名が固定されていますの

で、当該書類を添付してください。（添付書類

名は手入力も可能です）また、申請された提出

書類に不足がある場合には、審査対象となりま

せんのでご留意ください。 

「次へ」をクリックすると、入力内容の確認画

面に移行します。確認後、最下段の「申請を行

う」をクリックすることで申請作業は終了とな

ります。 

「申込完了画面」が表示されたことをお確かめ

ください。 

画面にアラートが表示される場合は、必須事項

入力の不備等が考えられます。再入力後、改め

て「次へ」をクリックしてください。 

申請に際して補足が必要な場合や、審査担当職

員への回答をする場合などにご活用ください。 

施設整備に係る部分の見積書の内容

（対象外経費含む）を転記してくだ

さい。 

「工事費費目別内訳」のうち、助成対

象外となる費目内訳を転記してくださ

い。(対象外項目については「建築関

連資料集」の「助成対象・対象外一覧

表」にて確認してください) 

共同設置の場合には、共同設置企業分の提出書

類も添付していただく必要があります。その

際、申請画面の【状況調査2.事業者】について

は、同じ様式のExcelファイルをポータルサイ

トにアップしていますので、共同設置企業分に

ついても作成していただき、添付してくださ

い。 
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③運営費申請の流れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

申請画面作成のため、

初回は新規申込作成を

クリックします。 

２回目以降は対象施設

の「作 成 再 開」を ク

リックします。 

「助成申込（運営費）をクリック 

令和３年度であることを確認 
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設置届と同じ名称を入

力してください。 

（開所前で保育施設名

が正式決定していない

場合は仮称でも構いま

せんが、決定後速やか

に修正してください） 

公開可能な電話番号の

ご入力をお願いいたし

ます。ご入力いただい

たものはポータルサイ

トの助成決定一覧に掲

載いたします。 

支社や営業所等が主として申

請される場合には、こちらの

「事業所」の欄にご登録くだ

さい。 

※入力箇所は「水色部分」に

なります。灰色部分は自動入

力項目になります。 

連絡先には、申請法人

に所属している担当者

の方を記載してくださ

い。 
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審査時に実施されるヒア

リングに対応いただく申

請法人の責任者の情報を

記入してください。 

法人の「登記事項証明

書」をご確認の上、法人

設立年月日のご入力をお

願いいたします。 

（1）新たに設置 

（2）定員増 

（3）空き定員 

※空き定員は、従業員枠

の児童のみを対象として

いた事業所内保育施設の

空き定員を他の企業が使

う場合に対象となりま

す。 

申請法人の日本標準産業

分類による「小区分番

号」を入力 

https://

www.soumu.go.jp/

toukei_toukatsu/index/

seido/

sangyo/02toukatsu01_03

000023.html 

「業務区分」と整合が取

れるようにしてくださ

い。 

①～④の項目の入力に

よって、申請法人が中小

企業であるか否かが判定

されます。 

2箇月を越えて使用され

る従業員など労働基準法

第20条の規定に基づく

「予め解雇の予告を必要

とする者」の人数を記入

してください。（保育施

設の従業員含む） 

②～⑦については、「建

築整備内容の法令・基準

チェックシート2」に必

要事項を記入の上、申請

画面への添付が必要です

（保育課・建築指導課・

所管の保健所・消防署な

どでご確認ください。申

請前に、再度添付書類と

の不一致がないか確認し

てください） 
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受託の場合は受託年

月日を入力してくだ

さい。 

各施設に割り振られ

た「直近の助成決定

番号」を入力してく

ださい。（運営費・

整備費を問いませ

ん） 

 

⑦～⑩についても入

力のうえ、関係書類

を添付してくださ

い。 

法 人 の「貸 借 対 照

表」「損益計算書」

の添付が必要です。

添付書類と値を一致

させてください。

（新設法人で実績の

ない部分については

「0」としてくださ

い。） 

設置企業の最長就業

時間を記入（24時間

制 の場合「0：00～

24：00」と な り ま

す） 

「共同設置」は、共

同で出資して施設を

設置し運営すること

を指します。（共同

設置契約を締結した

事業者名をご記載い

ただき、契約書を添

付してください） 

「共同利用」は、連

携企業を募り、共同

で保育施設を利用す

ることを指します。

（共同利用企業は共

同利用契約を締結

（仮契約・覚書含）

した分のみご入力い

ただき、契約書等を

添付してください） 
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・「自主運営」 

・「業務委託（5年以上の実績

がある事業者に限る）」 

※保育事業者は、業務委託で

きません 

「駅等近接型」 

「住宅地型」 

「工業団地・商業団地型」 

「大型施設型」 

「病院・介護施設・学校内設

置型」 

「事業所内設置型」 

児 童 福 祉 法 第59条 の2第1項

（以降「設置届」）または第2

項（以降「変更届」）に基づ

き都道府県に届け出た書類と

一致させてください。内示決

定後の定員変更は認められま

せん。 

一般事業主は、定員の1割（小

数点以下切り上げ）以上を設

定する必要があります。 

基本開所時間が8：00～19：00

で、前後1時間の延長保育を

行っている場合は「7：00～

20：00」と入力してくださ

い。（企業や地域のニーズを

とらえ、実質運営可能な時間

を設定してください） 

設置届（変更届）の開所時間

内で11時間、または13時間開

所になるよう入力してくださ

い。11時間未満開所の場合

は、実際の開所時間を入力し

てください。 

「2歳児以上の児童を保育する

部屋」という意味（2歳児以上

を預かる際の床面積の計算に

該当する部分）です。 

【定員20人以上の場合】 

・ほふくをする0,1歳児が1人

もいない場合 

・0,1歳児全員がほふくに移行

した場合 

2つの受け入れ上限を確認する 

【定員19人以下の場合】 

・2歳児未満の受け入れ上限に

ついて確認する 

週7日開所の場合は年中無休の

運営となり、年末年始を含む

祝日も開所する必要がありま

す。（企業や地域のニーズを

とらえ、実質運営可能な曜日

を設定してください） 
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満２歳以下の児童の食事の外部搬

入は、①及び②を満たすことが必

要です。 

①搬入事業者：設置事業者、また

は関連事業者（資本関係がある

等） 

②調理場所：企業主導型保育施

設、小規模保育事業を実施する施

設、事業所内保育事業を実施する

施設、社会福祉施設または医療機

関等。それが難しい場合には学校

給食法第3条第2項に規定する義務

教育諸学校又は同法第6条に規定

する共同調理場 

満２歳以上の幼児を預かる場合

には、屋外遊戯場を設置する必

要があり、条件を満たせば近隣

の公園や広場、寺社境内等を代

わりに使用することも可能で

す。「助成申請・運営にあたっ

ての留意事項」をご参照くださ

い。またその場合には屋外遊技

場までの道のりを地図上に記載

し、添付してください。 

保育施設の専有となる部分を指し

ます。「建築関連資料集」を参考

に入力してください。 

複合施設などの廊下など、共有部

分を按分した場合の床面積を記入

してください。（按分根拠となる

計算式も併せて添付してくださ

い） 

「各保育室とは別に設置する部

屋」を指し、床面積は定員数の上

限に反映されません。 

児童の静養または隔離の機能を持

つ観察室または安静室を指しま

す。 
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設置届（変更届）以降である

必要があります。（改修支援

加算を申請する事業者におい

ては事業計画に基づいた予定

日を記載してください。な

お、令和3年度内に開所するこ

とが要件となっておりますの

で、ご留意ください。） 

様式第1-2号入力後、支

出項目入力を行った後に

収支の合計を一致させて

ください。（収入が多い

場合は「収入欄」に「収

入超過調整」をマイナス

で入力し、支出が多い場

合は「収入欄」に「企業

自己負担相当分」を入力

することで調整してくだ

さい） 

様式第1-2号の情報を基

に自動計算されます。 

様式第1-1号の支出欄合

計が自動入力されます。 
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【「0歳児/3人（小数点2桁以下切り

捨 て、以 下 同 じ）」+「1・2歳 児

数/6人」+「3歳 児/20人」+「4歳 児

以上児数/30人」+1人】（小数点1桁

四捨五入）で計算してください。 

※毎月の月次報告等では自動計算さ

れます 

※基本分の保育従事者のみで計算し

てください 

一般事業主型の場合：自社枠と連携

企業枠の合計を入力してください。 

※定員数の50％以上を設定する必要

があります。 

企業主導型保育事業助成要領第1の2

の（2）の②のアイウの合計人数（3

月までの見込みの人数）を入力して

ください。 

預金額を証明する残高証明書を添付

してください。 
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具体的な計画に基づき、加算申請を

行ってください。（年度途中の加算

事業の追加はできません） 

資格証を添付してください。（事業

開始が申請時より先の場合、実施月

の月次報告までには各資格証明書の

添付をお願いします） 

週40時間以上になるように設定して

ください。 

資格証を添付してください。（事業

開始が申請時より先の場合、実施月

の月次報告までには各資格証明書の

添付をお願いします） 

週40時間以上になるように設定して

ください。 

資格証を添付してください。（事業

開始が申請時より先の場合、実施月

の月次報告までには各資格証明書の

添付をお願いします） 

週40時間以上になるように設定して

ください。 

状況調査３.保育施設⑩と⑪の開所

時間の差より、自動入力されます。 
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週あたりの勤務時間をご入力くださ

い。 

例）１日８時間、週５日勤務の場合 

  ４０時間となります。 

助成要領及び「助成申請、運営にあ

たっての留意事項」、企業主導型保

育事業運営ハンドブックをご参照く

ださい。 

本加算は、保育補助者の配置以外に

も職員の勤務環境改善に取り組んで

いることが助成の条件となります。 

賃貸借契約書の添付が必要です。

（加算の対象となるのは保育施設部

分の賃借料のみで、駐車場代や共益

費などは含みません） 

※税込み額をご入力ください。 

資格証を添付してください。（事業

開始が申請時より先の場合、実施月

の月次報告までには各資格証明書の

添付をお願いします） 

内示後の申請をされる際に、下記書

類をご提出ください。 

 

・防犯・安全対策強化加算の対象 

 となる備品の見積書 
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月額に換算した場合の金額をご入

力ください。（実際のお支払いは

毎月のお支払いでなくても構いま

せん） 

具体的な処遇改善方法を入力して

ください。 

手当の名称を入力してください。 

処遇改善加算Ⅰのみを申請する場合

に確認が必要です。 
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緑枠部分の工事費は個別に入力せず

に「0」のまま、1段目「工事費」に

合算して入力してください。 

内示後の申請をされる際に、下記書

類をご提出ください。 

 

・運営支援システム導入加算の対象 

 となる備品の見積書 

・保育業務支援システム等導入実施 

 計画書 

・保育業務支援システムの機能の詳 

 細が確認できる書類 

手当の名称を入力してください。 

手当の名称を入力してください。 

工事費の合計額（税込）を入力して

ください。工事費費目別内訳の合計

と一致するようにしてください。 

Ａ欄総事業費の工事費から、対象外

工事費費目別内訳の合計額を控除し

た額と一致するようにしてくださ

い。 
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賃貸借契約書（覚書でも可）の添付

が必要です。（加算の対象となるの

は保育施設部分の賃借料のみで、駐

車場代や共益費などは含みません） 

賃借料×工事期間中により算出しま

すが、工事完了と運営開始が同月の

場合には、当該月の賃借料は「7.賃

借料加算」にてご申請ください。 

※税込み額をご入力ください。 

「工事費費目別内訳」のうち、助成

対象外となる費目内訳を転記してく

ださい。（対象外項目については

「建築関連資料集」の「助成対象・

対象外一覧表」にて確認してくださ

い） 

施設整備に係る部分の見積書の内容

（対象外経費含む）を転記してくだ

さい。 
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「次へ」をクリックすると、入力内容の確認画

面に移行します。確認後、最下段の「申請を行

う」をクリックすることで申請作業は終了とな

ります。 

「申込完了画面」が表示されたことをお確かめ

ください。 

画面にアラートが表示される場合は、必須事項

入力の不備等が考えられます。再入力後、改め

て「次へ」をクリックしてください。 

申請に際して補足が必要な場合や、

審査担当職員への回答をする場合な

どにご活用ください。 

資料3-3「提出書類」にて添付書類

を確認してください。添付が必須と

なっている書類については、既に添

付書類名が固定されていますので、

当該書類を添付してください。（添

付書類名は手入力も可能です）ま

た、申請された提出書類に不足があ

る場合には、審査対象となりません

のでご留意ください。 

共同設置の場合には、共同設置企業

分の提出書類も添付していただく必

要があります。その際、申請画面の

【状況調査2.事業者】については、

同様の様式をポータルサイトにアッ

プしていますので、共同設置企業分

についても作成していただき、添付

してください。 


